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2－5 安全費 

(1) 安全費の積算 

安全費として積算する内容は次のとおりとする。 

1）安全施設等に要する費用 

2）安全管理等に要する費用 

3）1）～2）に掲げるもののほか、工事施工上必要な安全対策等に要する費用

(2) 積算方法 

1）安全費として積算する内容で共通仮設費率に含まれる部分は、下記の項目とする。 

① 工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用 

② 不稼働日の保安要員等の費用

③ 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、架空線等事故防止対策簡易ゲート、照明等の安全施設類の設

置、撤去、補修に要する費用及び使用期間中の損料

④ 夜間工事その他、照明が必要な作業を行う場合における照明に要する費用（大規模な照明設備を必要とする

広範な工事（ダム・トンネル本体工事、トンネル内舗装等工事）は除く）

⑤ 河川、海岸工事における救命艇に要する費用

⑥ 長大トンネルにおける防火安全対策に要する費用（工事用連絡設備含む）

⑦ 酸素欠乏症の予防に要する費用

⑧ 粉塵作業の予防に要する費用（但し、「ずい道等建設工事における粉塵対策に関するガイドライン」によるト

ンネル工事の粉塵発生源に係る措置の各設備、「鉛等有害物を含有する塗料のかき落とし作業における労働者

の健康障害防止について」に伴う各ばく露防止対策は、仮設工に計上する）

⑨ 安全用品等の費用（墜落制止用器具（フルハーネス型）を含む）

⑩ 安全委員会等に要する費用

⑪ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における設備的防護対策に要

する費用

2）上記以外で積上げ計上する項目は、次の各項に要する費用とする。 

① 鉄道、空港関係施設等に近接した工事現場における出入口等に配置する安全管理員等に要する費用

② バリケード、転落防止柵、工事標識、照明等の現場環境改善費の積算（積算方法は、第10章「土木請負工事

における現場環境改善費の積算」による）

③ 高圧作業の予防に要する費用

④ 河川及び海岸の工事区域に隣接して、航路がある場合の安全標識・警戒船運転に要する費用

⑤ ダム工事における岩石掘削時に必要な発破・監視のための費用

⑥ トンネル工事における呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用呼吸用保護具等）に要する費用

⑦ 鉛等有害物を含有する塗料のかき落とし作業における呼吸用防護具（電動ファン付粉塵用呼吸用防護具等）

に要する費用

⑧ 「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」における切羽変位計測に要す

る費用（トンネル（ＮＡＴＭ）の計測Ａに要する費用については除く）

⑨ その他現場条件等により積上げを要する費用

3）トンネル工事における呼吸用保護具の積算 

 トンネル建設工事における掘削及び支保工に使用する呼吸用保護具（電動ファン付粉塵用保護具等）の費用と

して、1工事当り次式により「呼吸用保護具等費用」を計上するものとする。 

呼吸用保護具等費用＝1,660,000＋総労務費×0.5%（円） 

なお、上記計算式は呼吸用保護具の規格がＢ級（半面形面体）の場合に適用する。 

上記以外の規格を適用する場合は別途考慮するものとする。 

なお、総労務費とは、1工事当りのトンネル世話役、トンネル特殊工、トンネル作業員の労務費（鏡吹付施工労

務費を含む）合計額とする。 

（注）Ｂ級とは濡れ率の性能等級を示す。


